太子町総合公園陸上競技場　年間利用券申込書 令和８年４月１日～
　【誓約事項】下記に同意の上、年間利用券を申込みます。（下記にチェック☑をお願いします。）
なお、年間利用券の作成には時間がかかる場合があります。
□　使用時は、裏面の「太子町総合公園陸上競技場年間利用　使用許可条件及び遵守事項」を守ります。  
□　各種大会や催し物等で使用できないことを了承します。
※年間利用券作成に使用するため、はっきりとご記入ください。
	使　用　者
	フリガナ
	

	
	[bookmark: _GoBack]名　　前
	

	
	生年月日
	　　　　　　　年　　　 　月　　　 　日生 　　( 　  　　歳)

	
	学校名・学　年
	　　　　　　　　　　　　　　　学校　　　　　　　　　　　　　年生

	
	使用開始日
	　　令和　　 　年　　　月　　　日（　　　　　）　　　　～　　　１年間

	
	住　　所
電話番号
	〒　　　　　－

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
（緊急連絡先）　　　　　　　　　　　　　　　　　
(名前・続柄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	申込区分(使用料)を〇で囲んでください。

	区　　分
	一　　　般
	高校生以下　　　※①

	
	町　内
	町　外
	町　内
	町　外

	個人使用料
	１５,０00円
	２２,500円
	7,500円
	11,000円

	減免後の使用料
	７,５00円
	１１,２５0円
	３,７５0円
	５,５00円

	　減免申請する場合は、該当する理由に〇をつけてください。
	注　意　事　項

	
	太子町のスポーツクラブ２１の会員
	会員証を提示してください

	
	太子町の地域クラブ（団体）
	団体名
	
	学生証を提示してください

	
	太子町立中学校の部活動
	団体名
	
	学生証を提示してください

	
	身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	手帳を提示してください


※①学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童及び生徒並びにこれらに準ずる者
	受　付　印
	
	領　収　印
	



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
太子町総合公園陸上競技場年間利用　
使用許可条件および使用者遵守事項														
1 入場の際には係員に「年間利用券」を提示してください。	

２ 使用する権利を他に譲渡、または転貸することはできません。
										
３ 許可を受けた目的以外の用途に使用しないでください。	

４ 使用許可時間を厳守してください。
（使用許可時間には、準備と後片付けの時間を含みます。）	

５ 使用終了後は、使用した施設備品等がある場合は所定の位置に戻し、係員の点検を受けてください。

６ 使用終了後は、係員に報告してください。

７ 施設の設備及び備品を破損、減失した場合は係員に報告してください。
  使用状況（方法）によっては、損害を賠償していただく場合があります。		
８ 所定の場所以外での飲食は禁止します。また、ごみ等はお持ち帰りくだ
さい。

９ 駐車場以外の施設内に車両等の乗り入れを禁止します。

10総合公園内での火気の使用を禁止します。	

11使用に関して生じた事故については、使用者がその責を負うものとします。						
12係員が指示したときは、その指示に従ってください。

利用者の皆様がお互いに気持ちよく安全に利用していただくため、上記の使用許可条件を守っていただけない場合は、太子町総合公園体育施設管理条例の規定に基づき、許可しない、または許可を取り消す場合がありますのでご注意ください。							

[image: ]
太子町総合公園管理事務所　TEL　079-277-2296
太子町立町民体育館　　　　　 TEL　079-277-4800													
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